
 
 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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産
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委
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政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

高
圧
ガ
ス
、
都
市
ガ
ス
及
び
電
気
事
業
の
各
分
野
に
お
け
る
産
業
保
安
規
制
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
衆
及
び
保
安
作
業
者
の
安

全
確
保
を
大
前
提
と
し
、
今
後
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
等
に
的
確
に
対
応
し
つ
つ
、
保
安
水
準
の
高
度
化
及
び
持
続
的
向
上
に
つ
な

が
る
よ
う
、
規
制
体
系
の
不
断
の
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

認
定
高
度
保
安
実
施
事
業
者
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
重
大
事
故
等
の
防
止
に
向
け
て
、
認
定
審
査
を
厳
正
に
行
う
と
と
も
に
、

適
時
適
切
な
立
入
検
査
等
を
通
し
て
保
安
の
実
施
状
況
を
十
分
に
監
視
し
、
あ
わ
せ
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
に
よ
り
発
生
し
得
る

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
リ
ス
ク
へ
の
対
応
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

三 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
人
が
相
互
に
連
携
・
融
合
し
た
よ
り
高
度
で
強
靭
な
保
安
管
理
体
制
の
確
立
に
向
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
も
見
据
え
た
専
門
人
材
の
活
用
、
熟
練
し
た
技
術
者
に
よ
る
技
術
伝
達
の
促
進
、
女
性
や
若
年
層
に
と
っ
て
魅
力

あ
る
職
場
環
境
の
形
成
に
向
け
た
支
援
等
の
取
組
を
進
め
、
保
安
人
材
の
持
続
的
な
育
成
・
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

 

四 

ス
マ
ー
ト
保
安
を
促
進
し
、
我
が
国
全
体
の
産
業
保
安
水
準
を
更
に
高
度
化
す
る
観
点
か
ら
、
中
小
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、
必
要
な

保
安
の
実
施
、
大
規
模
災
害
時
等
に
お
け
る
迅
速
な
設
備
復
旧
並
び
に
公
衆
及
び
保
安
作
業
者
の
安
全
確
保
を
可
能
と
す
る
た
め
の
人

材
・
技
術
基
盤
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
安
分
野
に
お
け
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
方
法
及
び
自
律
的
な
検
査
の
実
施
方

法
等
の
周
知
徹
底
、
技
術
開
発
へ
の
支
援
等
、
必
要
な
実
効
性
あ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 



 
 

五 

ガ
ス
に
係
る
災
害
発
生
時
の
事
業
者
の
連
携
体
制
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
対
応
に
参
画
す
る
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
適
格
性
の
確
認
及

び
そ
の
技
術
向
上
へ
の
支
援
、
事
業
者
間
等
の
連
携
の
在
り
方
や
役
割
分
担
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ど
、
よ
り
適
切
な
保
安
体
制
の

確
保
に
向
け
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

六 

小
規
模
な
太
陽
光
及
び
風
力
発
電
設
備
に
対
す
る
規
制
の
見
直
し
に
よ
り
、
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け

て
有
意
義
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
導
入
が
必
要
以
上
に
抑
制
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
規
制
の

運
用
の
在
り
方
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。 

ま
た
、
基
礎
情
報
等
の
届
出
手
続
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
設
備
点
検
等
に
係
る
適

切
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
事
業
者
の
負
担
の
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。 

さ
ら
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
状
況
及
び
保
安
の
適
正
化
が
図
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
立
入
検
査
等
を
通
し

て
十
分
に
監
視
し
、
そ
の
是
正
・
改
善
に
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
分
割
案
件
」
の
よ
う
な
規
制
逃
れ
の
抑
止
も
含
め

て
、
事
業
者
に
よ
る
安
全
規
制
や
立
地
規
制
等
の
法
令
遵
守
の
徹
底
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
改
正
事
項
の
趣
旨
・
内
容
に
つ
い
て
、

事
業
者
及
び
地
域
住
民
・
地
方
自
治
体
等
に
対
し
、
十
分
に
周
知
徹
底
及
び
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
。 

 

七 

本
法
律
案
の
審
査
に
お
い
て
、
改
正
事
項
検
討
の
基
礎
と
な
る
認
定
事
業
所
の
法
令
違
反
件
数
に
係
る
政
府
資
料
等
に
度
重
な
る
誤

り
が
発
覚
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
安
全
確
保
を
大
前
提
と
す
べ
き
産
業
保
安
規
制
の
見
直
し
の
検
討

の
中
で
、
か
か
る
事
態
が
生
じ
た
こ
と
を
重
く
受
け
止
め
、
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


